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新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2025年改訂版

（抄） 

（令和７年６月13日閣議決定） 
 

 

Ⅱ．中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画の推進 
 

～５年間60兆円の官民での生産性向上投資と全国2,000を超える者によるきめ細かな支援

～ 

2030年度135兆円・2040年度200兆円という新たな官民国内投資目標を必ず達成するため、

その重要な担い手である中小企業・小規模事業者が、労働供給制約下においても省力化等

を通じて生産性を向上させることができるよう、2029年度までの５年間でおおむね60兆円

程度（中小企業実態基本調査ベース）の生産性向上のための投資を実現する。このため、12業

種の「省力化投資促進プラン」の実行とともに、全国約2,200か所の商工会・商工会議所や

中小企業団体中央会等でデジタル支援ツールも活用した全国規模でのサポート、全国約500

機関の地域金融機関による賃上げ等に悩む中小企業・小規模事業者に対する政府の支援等

の紹介やデジタル支援ツールを活用した支援、希望する中小企業・小規模事業者に対する

専門家派遣や徹底した伴走支援、複数年にわたる生産性向上支援を通じて、おおむね60兆

円の生産性向上投資を官民で実現する。 

 

～地域で活躍する人材の育成と処遇改善～ 

国民生活を支えている就業人口の約６割を占める現場人材の持続的な賃上げを実現する

ためには、高度なスキルを身につけて生産性を高めつつ、処遇を含め、より魅力ある職業

としていくことが必要である。アドバンスト・エッセンシャルワーカー（デジタル技術等

も活用して現在よりも高い賃金を得るエッセンシャルワーカー）の育成や、ＡＩ等の技術

トレンドを踏まえた幅広い労働者のリ・スキリング、医療・介護・保育・福祉等の現場で

の公定価格の引上げに取り組むことを通じ、全国津々浦々のそれぞれの地域で、労働者個

人が、自らの意思に基づき、活躍できる環境を整備する。 

 

２．サービス業を中心とした中小企業・小規模事業者の生産性向上 

足元では企業の人手不足感はバブル期以来の高水準まで増加しており、特に国内の雇用

の７割を支える中小企業・小規模事業者、同じく雇用の７割を支えるサービス業で深刻な

状況である。今後も我が国の生産年齢人口は減少し、労働供給制約がますます厳しくなる

ことが見込まれる一方で、いまだ十分な省力化投資やデジタル化が進んでいない現状を踏

まえ、労働供給制約下であっても中小企業・小規模事業者が付加価値の向上を実現できる

よう、本年から2029年度までの５年間を集中取組期間として、省力化投資・デジタル化投

資を通じた、生産性向上を集中的に後押しする。 
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取り分け生産性向上の必要が大きい「最低賃金引上げの影響を大きく受ける業種」や「人

手不足が深刻な業種」8について、業種別の「省力化投資促進プラン」を新たに策定した。

この中で、業種ごとの生産性向上の目標を設定するとともに、2029年度までの５年間を集

中取組期間として、業種の特徴を踏まえたきめ細かな対応や支援策の充実、全国的なサポ

ート体制の整備に取り組む。 

また、成長志向の中小企業・小規模事業者が、自社の付加価値向上のための投資に積極

的に取り組むことができるように取組を強化する。 

 

（１）業種別の「省力化投資促進プラン」の実行 

サービス業を中心に、最低賃金引上げの影響を大きく受ける、人手不足が取り分け深刻

と考えられる12業種（飲食業、宿泊業、小売業、生活関連サービス業（理容業、美容業、

クリーニング業、冠婚葬祭業）、その他サービス業（自動車整備業、ビルメンテナンス

業）、製造業、運輸業、建設業、医療、介護・福祉、保育、農林水産業）については、そ

の生産性を向上させる必要性が一層高いことに鑑み、各業所管省庁において、官民での取

組の目標と具体策を「省力化投資促進プラン」として公表する。 

ここで定める目標は、我が国の生産年齢人口が減少し、労働供給制約が今後ますます厳

しくなる中にあっても、地域経済を支える中小企業・小規模事業者が成長し続けていくた

めに政府が目指すべきものであり、これに向けた集中的な省力化投資・デジタル化投資等

を後押しする。 

同プランの中では、こうした業種の多くがサービス業であることを踏まえ、各業所管省

庁が業種ごとの課題や優良事例を捉えて、きめ細かに各業種の生産性向上を後押しすると

ともに、全国的なサポート体制を整備する。 

全国の中小企業・小規模事業者にとって具体的に何をすれば投資・業務プロセスの見直

し等による生産性向上の効果を得られるかについて、指導やアドバイスの体制の充実を行

うとともに、分かりやすい周知と普及啓発に努め、全国の中小企業・小規模事業者の現場

への浸透を図る。 

その際、生産性向上の促進には業種ごとに業務プロセスを踏まえた実態把握が不可欠で

ある。各業種の優良事例や効果的な省力化投資のポイントを踏まえ、ⅰ）各業種のフロン

トヤードでの業務効率化の鍵となる製品・システムの導入促進、ⅱ）各業種の実情に応じ

たバックオフィスでのデジタルツールの導入促進を後押しするとともに、一部の先行企業

が実施している先駆的な省力化の取組を業界全体に横展開・浸透させていく方策も含め、

2029年度までを中心とするロードマップに基づき、着実に取組を実施する。 

省力化投資の知識・経験の不足が、中小企業・小規模事業者の省力化投資のボトルネッ

クになっている9。「業務の標準化が難しい」という中小企業・小規模事業者の声も踏まえ、

サービス業も含めて、業所管省庁として、省力化投資の前提となる業務プロセスの見直し

 

8 基礎資料 P9～10:職業別 有効求人倍率の動向 

業種別 最低賃金の影響率 

 

9 基礎資料 P11～12:省力化投資の検討における課題 

職場におけるロボット利用の省力化効果 
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の支援や、業界内での業務・規格の標準化などの取組を支援していく。あわせて、必要と

なる制度・規制の見直しや、地域での省エネルギー化の取組を進めていく。 

業種ごとの特徴を踏まえ、生産性向上支援策と官公需も含めた価格転嫁・取引適正化を

両輪で進めることが重要であることを踏まえて対応を進める。 

なお、各業種で設定されている生産性目標は、省力化投資を中心としつつ、本施策パッ

ケージの「１．官公需も含めた価格転嫁・取引適正化」、「３．事業承継・M&A等の中小

企業・小規模事業者の経営基盤の強化」等を含めた総合的な取組により達成を図るもので

ある。 

今後の対応として、業種別の省力化投資の規模や市場規模の把握、関連する補助金や融

資等の実態や効果の分析、中小企業・小規模事業者による過剰投資を招かないような効果

的な情報提供を行う。これも含めて、省力化投資促進プランの策定と実行のための関係府

省連絡会議において、施策の継続的な進捗管理とそれも踏まえた内容の充実を図る。 

同時に、省力化投資促進プランの対象業種のみならず、幅広く、中小企業・小規模事業

者の成長投資の後押し、販路開拓・海外展開の促進、マッチングの強化等を通じた中小企

業・小規模事業者の挑戦支援を進めるとともに、地域における消費の活性化等を通じ地域

経済の好循環を図る。 

 

（３）12業種における省力化投資の具体策 

⑩介護・福祉 

ⅰ）目標 

労働生産性の向上の取組により、介護分野では、老人保健施設、介護老人福祉施設、特

定施設入居者生活介護指定施設で、2029年までに8.1％、2040年までに33.2％の業務効率化

を目指す。障害福祉分野では、ICT活用等により業務量の縮減を行う事業所の比率を2029年

に90％以上を目指す。また、2020年代に最低賃金1,500円という政府目標はもとより、持続

的な賃上げにつなげていく。 

ⅱ）課題と省力化事例 

介護分野では、サービス需要が高まる一方、生産年齢人口が急速に減速していくことが

見込まれる中、テクノロジー等を活用し、職員の業務負担軽減やケアの質の向上に資する

生産性向上の重要性が高まっている。また、障害福祉分野では、人手不足が恒常化してい

るところ、提供するサービスが多様で、かつ小規模な事業所も多く、介護分野に比べて生

産性向上の取組が遅れているのが現状である。両分野共に、インカムを活用したコミュニ

ケーションの効率化、音声入力による記録、見守りセンサー、移乗支援機器等の介護テク

ノロジーの活用等の省力化の優良事例がある。 

ⅲ）省力化促進策 

・介護テクノロジー導入支援事業等の活用を推進する。また、優良事例の横展開を具体

化する施策として、介護分野における生産性向上ガイドラインをセミナー等も通じて

広く周知するとともに、介護現場の生産性向上の取組が特に優れた介護事業者を表彰

し、事例集を作成・周知することで優良事例の横展開を図る。加えて、介護現場にお

けるＡＩ技術の活用を促進する。 

・さらに、中小企業省力化投資補助金等の活用を推進する。 

ⅳ）サポート体制 
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施策の事業者への周知及び省力化に取り組む事業者のサポート体制について、各都道府

県にワンストップ型の相談窓口を設置し、現場の課題に応じた適切な機器の選定等につい

て助言を行う。さらに、小規模事業者の生産性向上の取組等の伴走支援ができる人材育成

による機能強化を図る。 

ⅴ）主なKPI 

2029年までに、介護分野は、ICT・介護ロボット等の導入事業者割合を90％にする。ま

た、残業時間を減少又は維持するとともに、離職率を低下させる。障害福祉分野は、ワン

ストップ型相談窓口を47都道府県全てに設置する。 

 

４．地域で活躍する人材の育成と処遇改善 

（４）医療・介護・保育・福祉等の現場での公定価格の引上げ 

全国の医療、介護、障害福祉分野など医療・福祉の現場では、有業者のおよそ７人に１

人である900万人の方々が働いており、地域を支える一大産業となっている。 

他方、こうした分野で働く方々の処遇については公的に価格が定まっており、近年の物

価高騰や賃金上昇の中で、他産業のようにコストの増加分を価格に転嫁することができな

い。賃上げで先行する他産業との人材確保の競争が厳しくなる中、他産業と比較して有効

求人倍率が高くなっている状況にある。今後、高齢者の増加と生産年齢人口の減少が進む

中で、将来にわたって必要なサービスを安心して受けられるよう、その担い手を確保する

ことは喫緊の課題である。 

公定価格の分野においても、医療・介護・障害福祉等における賃上げ、経営の安定、離

職防止、人材確保がしっかり図られるよう、コストカット型からの転換を明確に図る必要

がある。このため、これまでの歳出改革を通じた保険料負担の抑制努力も継続しつつ、次

期報酬改定を始めとした必要な対応策において、令和７年春季労使交渉における力強い賃

上げの実現や昨今の物価上昇による影響等について、経営の安定や現場で働く幅広い職種

の方々の賃上げに確実につながるよう、的確な対応を行う。 

（略） 

介護、障害福祉、保育における令和６年人事院勧告を踏まえた地域区分への対応につい

ては、隣接した市町村等との級地格差による人材確保への影響も踏まえ、早急に検討を行

い、次期報酬改定までに必要な見直しを実施する。 

 

 


